
令和３年度 堺市介護予防・日常生活支援総合事業について 
 
 

１ 令和３年度制度改正について 

 

令和２年１０月２２日に、介護保険法施行規則の一部を改正する省令（令和２

年厚生労働省令第１７６号。以下「改正省令」）が公布され、総合事業の対象者

に、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス等を受ける前から、市町村に

より実施される総合事業のサービスを継続的に利用する居宅介護被保険者が追

加された。 

国において、ガイドラインにより、実施内容の詳細が示される予定であり、堺

市の総合事業のあり方の検討の中で、対象者の弾力化についての検討を行う。 

また、総合事業のサービス価格について、国が定める額を上限とされていたと

ころ、国が定める額を勘案して市町村が定めることとするとされ、令和３年度の

介護報酬改定において、総合事業についても、国が示すめやすの額が改定された。 

 この国のめやすの額を勘案し、堺市の総合事業のサービス費の単価について

の見直しを行う。 

また、令和３年度介護報酬改定において、「ケアマネジメントの質の公正中立

性」として、地域包括支援センターが要支援者等に係るケアプランを居宅介護支

援事業所に委託しやすい環境を整えるため、居宅介護支援事業者との情報連携

等を新たに評価するための「委託連携加算（利用者１人につき、指定居宅介護支

援事業所に委託する初回に限り、３００単位/月を算定）」が創設されている。国

から算定の要件の詳細が示された後、現在の委託プランの実施状況を踏まえ、委

託費の設定や実施内容を検討し、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事

業所への周知を行う。その他、指定基準や様式の変更など、法改正に伴う要綱等

の改正を行う。 

 

２ 総合事業のあり方について 

 

これまで、本協議会において、堺市の総合事業のあり方について、今後、次の

３点の方向で検討を行っていくことが検討された。 

①利用者のニーズに合った基準緩和型サービスの拡充 

②状態像に合ったサービスにつなげるための利用の流れの明確化 

③効果的なリハビリテーションの介入と継続的な活動を担保するための通い

の場につなげる仕組み 

①、②については、これまでの本協議会での議論を踏まえ、令和３年度か

ら、関係機関・関係団体との意見交換を行いながら、第８期計画期間中に、適
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正な制度設計について見直しを進める。具体的には、利用者や地域のニーズに

合ったサービスの創設や、「事業対象者」が利用できるサービスについて、ケ

アマネジャーが理解し、利用しやすくなるよう基本チェックリストの運用方法

の再検討、また、利用者の状態にあったサービスを選択できるよう一定の基準

の導入などを検討する。③については、リハビリテーションから通いの場への

つなぎをより円滑に進めていくため、令和３年度中に、身近な場所でのリハビ

リテーション事業の取組を試験的に実施することを検討している。 

 

 


